
 

別紙４ 

 

審査基準および配点表 

 

１．一次審査 

審査項目 提案に対する評価の内容 配点 

福祉事業実績 
障がい者の就労支援や就労体験等の福祉事業の実績は十分である

か。 
10 

業務実績 レストラン（食堂）・喫茶の運営実績は十分であるか。 10 

基本方針 レストラン（食堂）・喫茶運営に対する考えは明確か。 5 

実施体制 

運営していくための人員配置や障がい者の就労支援計画等が公募

の目的に合ったものとなっているか。 
10 

営業日や営業時間、注文から精算までの流れ、混雑時の緩和措置な

どが利用者に配慮した利用しやすいものとなっているか。 
5 

苦情や改善要望に対する対応姿勢はどうか。 5 

食品衛生管理や事故防止、廃棄物処理等の安全衛生管理体制は適切

か。 
5 

従業員の教育・研修の体制はとられているか。 5 

収支計画や売り上げ、集客数の見込みが確実性の高いものとなって

いるか。 
5 

提供 

メニュー等 

提供メニューや価格が利用者にとって利用しやすく妥当なもので

あるか。 
5 

提供メニューについて、栄養バランスや地産地消への配慮がされた

ものとなっているか。 
5 

レイアウト 客席内の配置レイアウトや利用客の動線は適正か。 5 

環境への配慮 環境への配慮はなされているか。 5 

管理料 

管理料が指定管理者にとって有利な価格であるか。 

（提案額と最低貸付料を比較し、増加率に応じて配点付与） 

■ 

 １％以上２％未満 ２点 

 ２％以上５％未満 ４点 

 ５％以上８％未満 ６点 

 ８％以上１０％未満 ８点 

 １０％以上 １０点 

■ 

10 

独自提案 他者に比べて優位性・特徴のあるサービス内容を提案しているか。 10 

社会貢献 
障がい者の就労（個人の場合は就労実習）の場としての活用やスペ

ースの有効活用など、社会貢献を配慮した内容を提案しているか。 
10 

小計  110 

 

（裏面へ） 



 

２．二次審査 

審査項目 提案に対する評価の内容 配点 

プレゼン 

テーション 

本業務へ積極的に取り組む姿勢がうかがわれるか。 25 

質疑応答における説明が明快かつ迅速か。 15 

小計 40 

 

合計 150 

 

※１ 選定審査委員会の委員それぞれの評価点数を合計し、最も点数の高い者を選定する。 

※２ 最も点数の高い者が複数ある場合（同点）は、一次審査のうち「実施体制」の項目の合計 

点が最も高い者を選定する。 

※３ ※２においても同点の場合は、選定審査委員会で審議の上、運営事業者候補者（優先交渉 

権者）を選定する。 

 
 
 


